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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の指に装着されて、この指の動きを検出して遠隔機器の操作情報を創出するジェ
スチャ入力装置であって、リング状の本体と、本体内に内装され、前記指の動きを検出す
る動作検出手段を備え、前記本体が、この本体の外形を形成するアウターケースと、この
アウターケース内に同心状に嵌合固定されるインナーケースとからなり、前記アウターケ
ースの内周面と前記インナーケースの外周面との間に、前記動作検出手段が収納される収
納凹部が形成されていることを特徴とするジェスチャ入力装置。
【請求項２】
　前記動作検出手段が、直交した２軸まわりの回転を検出する一対のジャイロセンサを備
えていることを特徴とする請求項１に記載のジェスチャ入力装置。
【請求項３】
　前記動作検出手段が、前記本体の移動の加速度を検出する加速度センサを備えているこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載のジェスチャ入力装置。
【請求項４】
　前記動作検出手段が、前記本体への接触を検出するタッチセンサを備えていることを特
徴とする請求項１ないし請求項３の何れかに記載のジェスチャ入力装置。
【請求項５】
　前記動作検出手段が、前記動作検出手段に駆動電力を供給するバッテリを備えているこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載のジェスチャ入力装置。
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【請求項６】
　前記動作検出手段が、この動作検出手段の動作状況を告知する発光体を備えていること
を特徴とする請求項１ないし請求項５の何れかに記載のジェスチャ入力装置。
【請求項７】
　前記動作検出手段が、この動作検出手段の動作状況を告知するバイブレータを備えてい
ることを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れかに記載のジェスチャ入力装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の指に装着されて、この指の動きを検出して遠隔機器の操作情報を創
出するジェスチャ入力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ウェアラブルコンピュータやウェアラブルデバイスといった、身に着けて利用す
る電子機器の開発が進んでいる。
　たとえば、腕時計型のコンピュータや、眼鏡型のコンピュータなどが有る。
　ユーザが常に身に着けている特性から、体調管理やライフログの記録など、これまでに
ない新たな機能を提供するものとして注目を集めている。
【０００３】
　その一例として従来では、たとえば、特許文献１に示されるように、使用者の指に装着
されて、指により空中や面上に文字を書き込んだ際に、この指の角度変化等の動きを検出
して、その情報をコンピュータ等に送出し、このコンピュータにおいて、前記指の角度変
化の情報に基づき、前記書き込まれた文字への変換を行うようにした技術が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２３６１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前述した従来の技術においては、つぎのような改善すべき問題点が残されて
いる。
【０００６】
　すなわち、前述した従来の技術は、機器を使用者の指に装着し、この指の動きを検出す
ることから、その検出精度を高めるためには、前記機器を使用者の指にぴったり装着する
必要がある。
【０００７】
　しかしながら、前記機器の指への装着部の内径は一定であって、使用者の指の太さは多
様である。
　したがって、このような多様な指の太さに対応することができないといった問題点であ
る。
【０００８】
　そして、このような問題点を解消するためには、前記機器の指への装着部に、内径調整
機構を新たに付加する必要があるが、構成する部品の増加を招き、重量増加やコストの高
騰を招き、また、前記内径調整機構が機器の外部に突出して、機器を装着した指に隣接す
る指と干渉し、操作性を阻害することが想定される。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明のジェスチャ入力装置は、前述した課題を解決するために、使用者の指に装着さ
れて、この指の動きを検出して遠隔機器の操作情報を創出するジェスチャ入力装置であっ
て、リング状の本体と、本体内に内装され、前記指の動きを検出する動作検出手段を備え
、前記本体が、この本体の外形を形成するアウターケースと、このアウターケース内に同
心状に嵌合固定されるインナーケースとからなり、前記アウターケースの内周面と前記イ
ンナーケースの外周面との間に、前記動作検出手段が収納される収納凹部が形成されてい
ることを特徴とする。
【００１０】
　このような構成とすることにより、使用者は、前記インナーケース内に指を挿入するこ
とにより、ジェスチャ入力装置を装着することができる。
【００１１】
　ここで、内径の異なる複数のインナーケースを用意しておき、たとえば、大・中・小の
３種類のインナーケースを用意しておき、これらのインナーケースに同一のアウターケー
スを取り付けることによって、３種類の大きさのジェスチャ入力装置を提供することがで
きる。
【００１２】
　使用者は、その指の大きさに合わせて、内径の異なる複数のジェスチャ入力装置から自
由に選択することができる。
【００１３】
　そして、前記インナーケースは、その内径が異なるのみで、前記アウターケースとの嵌
合部や、このアウターケースとの間に形成される、前記動作検出手段を収納する収納凹部
の形状を変更する必要がない。
【００１４】
　したがって、構造変更や構成部品の増加を招くことなく、多様な大きさの指に密着させ
ることができ、指の動作検出を高精度に行なうことができる。
【００１５】
　また、前記インナーケースの内径を変えるだけであるから、外形形状の変化を最小限度
に止めて、その重量増加を抑制することができるとともに、外部への突出部のない、滑ら
かな外形形状を保持することができ、装着した指以外の指との接触を滑らかにして、円滑
な操作性を確保することができる。
【００１６】
　そして、前記動作検出手段に、直交した２軸まわりの回転を検出する一対のジャイロセ
ンサを設けておくことにより、指の軌跡を検出して、文字や線の入力情報を創出すること
ができる。
【００１７】
　また、前記動作検出手段に、前記本体の移動の加速度を検出する加速度センサを設けて
おくことにより、タップやフリック等の動作情報を創出することができる。
【００１８】
　さらに、前記動作検出手段に、前記本体への接触を検出するタッチセンサを設けておく
ことにより、クリックやタップ等の動作情報を創出することができる。
【００１９】
　したがって、文字や線の入力のための動作情報だけでなく、他の操作のための動作情報
をも創出することができる。
【００２０】
　一方、前記動作検出手段に、前記動作検出手段に駆動電力を供給するバッテリを設けて
おくことにより、収納した種々のセンサの作動に要する電力を供給することができる。
【００２１】
　そして、前記動作検出手段に、この動作検出手段の動作状況を告知する発光体やバイブ
レータを設けておくこともできる。
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　これによって、使用者に、この使用者が行なった指の動作結果を認知させることができ
、誤操作を防止することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、使用者の指に装着されて、この指の動きを検出して遠隔機器の操作情
報を創出するジェスチャ入力装置において、最小限度の構造変更によって前記指への装着
性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態を示す正面図である。
【図２】本発明の一実施形態を示すもので、図１の左側面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示すもので、図１の右側面図である。
【図４】本発明の一実施形態を示すもので、アウターケースの外観斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態を示すもので、Ａの外観斜視図である
【図６】本発明の一実施形態を示すもので、インナーケースの外観斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態を示すもので、Ａをインナーケースに装着した状態を示す外
観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１において、符号１は、本実施形態に係わるジェスチャ入力装置を示し、このジェス
チャ入力装置１は、リング状の本体２と、この本体２内に内装され、前記指の動きを検出
する動作検出手段３を備え、前記本体２が、この本体２の外形を形成するアウターケース
２ａと、このアウターケース２ａ内に同心状に嵌合固定されるインナーケース２ｂとから
なり、前記アウターケース２ａの内周面と前記インナーケース２ｂの外周面との間に、前
記動作検出手段３が収納される収納凹部Ｃが形成されている。
【００２５】
　詳述すれば、前記アウターケース２ａは、図１ないし図４に示すように、薄肉で幅狭の
円筒状に形成されており、その内部に嵌着される前記インナーケース２ｂは、肉厚で幅狭
の円筒状に形成されており、その外径が前記アウターケース２ａの内径とほぼ等しく形成
されている。
【００２６】
　前記収納凹部Ｃは、本実施形態においては、図６に詳述するように、前記インナーケー
ス２ｂの外周部に全周に亙って形成されている。
【００２７】
　前記動作検出手段３は、図１ないし図３に示すように、直交した２軸まわりの回転を検
出する一対のジャイロセンサ４と、前記本体２の移動の加速度を検出する加速度センサ５
と、前記本体２への接触を検出するタッチセンサ６と、前記本体２に振動を与えるバイブ
レータ７と、ＬＥＤ等からなる３個の発光体８と、前記各センサ４・５・６によって検出
される情報を遠隔機器へ送出するアンテナ９と、これらの制御をなすマイクロコンピュー
タ１０と、これらの各機器に電力を供給するバッテリ１１を備えている。
【００２８】
　前記発光体８は、図４に示すように、前記アウターケース２ａに、肉厚方向に貫通して
形成された３個の灯火孔１２に対向させられ、これらの灯火孔１２を介して外部へ光を照
射するようになっている。
【００２９】
　前記タッチセンサ６と前記アンテナ９は、図４に示すように、前記アウターケース２ａ
に、肉厚方向に貫通して形成された長孔１３とアンテナ孔１４とにそれぞれ嵌合配置され
るようになっている。
【００３０】
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　前記ジャイロセンサ４、前記加速度センサ５、前記タッチセンサ６、前記バイブレータ
７、前記発光体８、前記アンテナ９、前記マイクロコンピュータ１０、および、前記バッ
テリ１１は、図５に示すように、湾曲形成された基板１５上に取り付けられて前記動作検
出手段３を構成しており、前記基板１５を、前記インナーケース２ｂに形成されている収
納凹部Ｃ内に巻き付けるように装着することによって、図７に示すように、前記動作検出
手段３が前記インナーケース２ｂ内に収納されるようになっている。
【００３１】
　そして、前記動作検出手段３が収納された状態の前記インナーケース２ｂの外周に、前
記アウターケース２ａを被嵌させて、圧入若しくは接着により固定することにより、図１
に示すように、本実施形態に係わるジェスチャ入力装置１が組み上げられる。
【００３２】
　このように構成された前記ジェスチャ入力装置１は、前記インナーケース２ｂに、使用
者の指が挿入されることにより、この使用者に装着される。
【００３３】
　ここで、前記インナーケース２ｂは、その内径が異なるように、複数種類形成されると
ともに、それぞれに、同一の前記動作検出手段３および前記アウターケース２ａが装着さ
れることによって、異なる内径を有する複数のジェスチャ入力装置１が用意される。
【００３４】
　したがって、使用者は、自身の指の太さに合ったジェスチャ入力措置１を選択すること
により、ぴったりした装着感のあるジェスチャ入力措置１を使用することができる。
　これによって、使用者の指の動作情報の検出を高精度に行なうことができる。
【００３５】
　そして、前記ジェスチャ入力装置１と使用者の指との良好な装着感が、前記インナーケ
ース２ｂの内径変更という、新たな機構を付加することなく、かつ、外形形状を大幅に変
更することなく、極めて簡便な処置で実現することができる。
【００３６】
　したがって、使用者との良好な接触を実現するために、重量増加やコストの高騰を招く
ことはなく、また、装着時の他の指との干渉を抑制して円滑な使用を可能にする。
【００３７】
　そして、使用者が指を動かして、たとえば、文字を面状であるいは空間において書く動
作を行なうと、その動作が前記ジャイロセンサ４によって検出されて、その動作情報が前
記マイクロコンピュータ１０において検出されるとともに、前記アンテナ９を介して遠隔
機器へ送出され、この遠隔機器において前記文字が表示される。
【００３８】
　また、前記タッチセンサ６を操作することにより、あるいは、指を前に突き出す等の動
作を行い、その加速度が基準値以上であることが前記加速度センサ５によって検出された
場合に、前記ジェスチャ入力装置１の起動を行なわせるようにすることが可能である。
【００３９】
　さらに、前述した動作情報の創出が完了した場合、前記バイブレータ７による振動や、
前記発光体８からの光照射等で通知される。
【００４０】
　なお、前記実施形態において示した各構成部材の諸形状や寸法等は一例であって設計要
求等に基づき種々変更可能である。
【符号の説明】
【００４１】
１　ジェスチャ入力装置
２　本体
２ａ　アウターケース
２ｂ　インナーケース
３　動作検出手段
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４　ジャイロセンサ
５　加速度センサ
６　タッチセンサ
７　バイブレータ
８　発光体
９　アンテナ
１０　マイクロコンピュータ
１１　バッテリ
１２　灯火孔
１３　長孔
１４　アンテナ孔
１５　基板
Ｃ　収納凹部

 

【図１】
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